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a) モ モ



 

 

モ さ  

b) 但し，治療濃度域の広い医薬品では，妥当な理由があればガイドラインで示された濃度以上の界面

活性剤を添加した試験液を用いて溶出試験を行うことができる。治療濃度域の狭い難溶性医薬品で

界面活性剤を添加した試験液で溶出試験をする場合は，妥当な理由が必要である。 

c) ㈻ モ    
d) 1
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